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　国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）には、「確定申告特集ページ」が開設されていますが、その中の「源泉徴収義務者
の方へ」に給与所得者の皆様へのお知らせが掲載されています。最近は会社員の方でも確定申告をする方が増えており、
そのような方に、申告書が簡単に作成できる「確定申告書等作成コーナー」のご案内をするものとなっています。
　つきましては、御社の社員の皆様に次の方法で情報提供していただくようご協力をお願いいたします。
①国税庁ホームページのトップページにある「確定申告特集ページ」のバナーをクリック
②「源泉徴収義務者の方へ」をクリック
③給与所得者の皆様へのお知らせをダウンロード（7種類のデータの中からお選びください。）
④回覧、配付、メール配信、電子掲示板への掲載などの方法により、社員の皆様に情報提供

●所得税の雑損控除の金額については、災害などにより住宅や家財に生じた損失の金額から、保険金、損害賠償金その他こ
れらに類するものにより、その損失の金額を補てんされる部分の金額を控除するとされています。

●平成19年改正後の被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金（以下「被災者生活再建支援金」といいます。）
については、住宅が全壊等された世帯を対象に、その被害の程度や住宅の再建方法により支給されるもめであることから、こ
れまで、税務上は、雑損控除の損失の金額から控除するものとして、取り扱ってきました。
●この税務上の取扱いについて、東日本大震災後の実情などを踏まえ、再検討を行い、この度、その取扱いを見直し、被災者生
活再建支援金については、雑損控除の損失の金額から控除しないものと変更することにしました。
●このことにより、今後、新たに雑損控除を適用し、確定申告書などを提出される方につきましては、見直し後の取扱いによること
になります。
　　また、既に、東日本大震災に係る雑損控除の損失の金額から被災者生活再建支援金を控除して確定申告書などを提出さ
れた方につきましては、この取扱いの見直しにより、雑損控除の金額が増加することになり、翌年に繰り越す損失額が増加する
場合や、所得税が還付される場合があります。
　　この場合の雑損控除の金額の見直しに関する手続きにつきましては、平成23年分の確定申告期間が終了した平成24年5
月以降に開始します。
●今回の税務上の取扱いの見直しは、東日本大震災後の実情などを踏まえたものですが、平成19年改正後の被災者生活再
建支援法に基づき、東日本大震災以外の災害により支給された被災者生活南建支援金についても、遡って取扱いを変更す
ることとします。

平成23年分確定申告書作成会場は

南東北総合卸センター協同組合イベントホールです南東北総合卸センター協同組合イベントホールです南東北総合卸センター協同組合イベントホールです
　平成23年分確定申告期間の申告書作成会場は、「ビッグパレット」から「南東北総合卸センター協同組合イベントホー
ル」に変更となります。
　開設期間終了間近になると大変混み合います。また、震災に係る相談等により
例年以上の混雑が想定されますので、早めの来場をお勧めします。
　なお、税務署内には、申告書作成会場を設置していませんのでご了承ください。

郡山税務署　TEL 024-932-2041
 〒963-8655　郡山市堂前町20-11

開設期間 ： 平成24年2月1日（水）～3月15日（木）（※土・日・祝日を除く）
開設時間 ： 午前9時30分～午後4時まで
開設場所 ： 郡山市喜久田町卸1－1－1
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【一般的な雑損控除の金額の計算】

損失の金額 （所得金額×10％）保険金等により補てんされる部分の金額
（被災者生活再建支援金）－ －
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